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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２７年８月１６日 １４時５５分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市勝浦港内 

勝浦灯台から真方位２８１.５°７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.４′ 東経１４０°１８.７′） 

事故の概要 水上オートバイSEA
シ ー

 ROCKET
ロ ケ ッ ト

は、出航中、防波堤に衝突した。 

SEA ROCKET は、同乗者２人が左橈
とう

骨
こつ

遠位端骨折等を負い、船体に破

損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ SEA ROCKET、０.２トン 

２３２－４２０２８埼玉、個人所有 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１５４.５０kＷ、平成２４年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年７月１１日 

免許証交付日 平成２５年５月１４日 

        （平成３０年７月１０日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ５１歳 

同乗者Ｂ 女性 ３６歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ）、軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 左舷船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ及び同乗者Ｂを乗せ、平

成２７年８月１６日１４時５４分ごろ勝浦港内の浜勝浦の浜辺を出発

した。 

船長は、浜勝浦の船溜
だ

まりを、内側の防波堤に沿って北西進し、外

側の防波堤（以下「本件防波堤」という。）の先端付近に向けて右回
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頭し、本件防波堤の先端を左舷側に見て、沖にある遊走海域に向かお

うとした。 

船長は、本件防波堤から約５ｍ離れて北進し、本件防波堤の先端付

近に差し掛かったところ、入航する水上オートバイ（以下「入航船」

という。）を左舷船首方約５０ｍに認め、慌ててハンドルを大きく左

にとって増速した。 

本船は、左へ急旋回する状況となり、約２０km/h の対地速力で、左

舷船首部が本件防波堤のほぼ先端部に衝突した。 

船長は、負傷した同乗者Ａを本件防波堤に座らせて救助を待たせ、

最初に、負傷した同乗者Ｂを浜辺に運び救急車を要請して病院へ搬送

した。 

救助を待っていた同乗者Ａは、付近にいた人に救助された後、ドク

ターヘリで病院に搬送された。 

同乗者Ａは、左橈骨遠位端骨折と診断され、同乗者Ｂは、脳震とう

と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の損傷状況、写真２ 

本件防波堤 参照） 

 その他の事項 船長は、約７年の水上オートバイの操縦経験を有し、夏にはほぼ毎

週、遊走していた。 

船長は、入航船は浜勝浦の船溜まり入口のほぼ中央付近を航行して

いたので、ハンドルを大きく左にとらなくても、入航船と衝突するこ

とはなく、早くから同船溜まりの出入口が見渡せるように本件防波堤

から離れて航行すればよかったと本事故後に思った。   

船長は、入航船を見たことで慌ててしまい、必要以上に左にハンド

ルを大きく切って増速してしまったと本事故後に思った。 

船長は、出発した浜辺のすぐ近くの内側の防波堤に沿って北西進し

た後、本件防波堤にも沿って航行し、本件防波堤が眼高よりも高かっ

たので、防波堤の外側を目視することができなかったが、本件防波堤

に沿って航行したことに特別な事由はなく、接航しなければならない

状況ではなかった。 

船長は、入航船を左舷船首方に認めたとき、左転するために推力が

必要と判断して増速した。 

船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長のすぐ後ろに同乗者Ｂが、同乗者Ｂの後ろに同乗者Ａが、それ

ぞれ座っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、勝浦港内の浜勝浦の船溜まりにおいて、浜勝浦の船溜まり
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沖の遊走海域に向けて北進中、船長が、本件防波堤に沿って航行した

ことから、入航船に気付くのが遅れ、同船溜まりの出入口付近で入航

船を認めた際、慌てて増速しながら左旋回して本件防波堤に衝突した

ものと考えられる。 

同乗者Ａ及び同乗者Ｂが、それぞれ座っていた位置と負傷の状況と

の関連を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、勝浦港内の浜勝浦の船溜まりにおいて、浜勝浦の船溜ま

り沖の遊走海域に向けて北進中、船長が、本件防波堤に沿って接航し

たため、入航船に気付くのが遅れ、同船溜まりの出入口付近で入航船

を認めた際、慌てて増速しながら左旋回して本件防波堤に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港内においては、防波堤などの突端を右舷に見て航行するとき

は、できるだけこれに近寄り、左舷に見て航行するときは、でき

るだけこれに遠ざかって航行すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

写真１ 本船の損傷状況 
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 左舷船首部の破損 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月１６日 

１４時５５分ごろ発生） 
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写真２ 本件防波堤 

 

 


